
海外年金（ドイツ・オーストラリア）の紹介と日本への示唆 

みずほ信託銀行  日下部健児君  

三菱 UFJ 信託銀行  菅谷和宏氏  

進行役  それでは、セッション C の３を開始します。セッション C の３では、海外の私的年金

制度として、ドイツのリースター年金とオーストラリアのスーパーアニュエーションについて、

みずほ信託銀行の日下部健児さんと、三菱 UFJ 信託銀行の菅谷和宏様のお二人から発表いただ

きます。どこの国でも、多かれ少なかれ公的年金を私的年金が補完するという構図があるかと

思いますけれども、ドイツのリースター年金やオーストラリアのスーパーアニュエーションは、

制度の普及を促すため、税制面の優遇だけでなく、政府が助成金を出すところまで踏み込んで

います。導入の背景なども含めて、二つの国の私的年金制度の理解を深め、日本への示唆が得

られることを期待します。  

 前半は、みずほ信託銀行の日下部さんに、ドイツのリースター年金について、日本への示唆

も含めて発表いただきます。後半は、三菱 UFJ 信託銀行の菅谷様から、オーストラリアのスー

パーアニュエーションの解説に加えて、ドイツのリースター年金も含めて、日本への示唆につ

いてご紹介いただきます。なお、菅谷様は、年金に関する調査研究活動などをされていらっし

ゃり、日本年金学会の会員にも名を連ねていらっしゃいます。いろいろな場で講演や執筆活動

をなさっているので、お名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。  

それでは、まずドイツのリースター年金について、日下部さん、よろしくお願いします。 

日下部  ご紹介いただきました日下部です。私からは、ドイツの私的年金の一つであるリース

ター年金のご紹介をさせていただいて、何か感じ取ってもらえたらと思います。最後に、日本

における私的年金普及の観点で私案を述べさせていだきます。  
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こちらが本日の目次です。リースター年金の概要や加入者数などの現状、それから直近の議

論の動向についてご説明します。  

 

 

 初めに、ドイツの年金制度について見ていきます。ドイツの社会保障制度ですが、世界で最

初に社会保険を制度化したビスマルクの医療保険法、労災保険法、年金保険法に端を発します。 

現在では、年金保険、医療保険および介護保険、児童手当、社会扶助等の制度が存在していま

す。  

ドイツの社会保険制度の特徴としては、つぎのようなものがあります。まず、被用者保険と
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して創設されたこと。それから、カバーすべきリスクに応じて制度が分立していること。それ

から、当事者自治の原則に従って組織された独立した運営主体によって実施されていること。

そして、財政は税財源ではなく、大部分が保険料によって賄われていること。給付は負担した

保険料との対応関係になっていることが挙げられます。  

この図のように、社会保険方式の所得比例年金制度が職種ごとに分立しています。ドイツで

公的年金保険というと、一般年金保険と鉱山労働者・鉄道員・海員年金保険のことを指してい

ます。公的年金保険は、被用者を被保険者とすることを基本としており、無業者などは加入義

務がありません。ただし、一般年金保険に任意で加入することが可能になっています。  

 

 

 この「一般年金保険」について、少し詳しく見ていきます。被保険者は、サラリーマン、一

部の自営業者、一部の公務員が主な対象です。保険料率は、被用者であれば 18.6％を労使折

半、自営業者は 18.6％となっています。また、被用者の所得に応じて軽減措置があります。 

支給開始年齢は、2020 年現在、 65 歳 9 か月となっており、 2029 年までに 67 歳に引き上げる

予定となっています。また、35 年以上の被保険者期間を有するなどの条件付きで、 63 歳から

繰上げ受給が可能となっています。 

財政方式は、賦課方式で、給付費の約 24％が国庫負担により賄われています。年金額は、

報酬に比例しており、給付算定式は、個人報酬点数×年金種別係数×年金現在価値で示されま

す。個人報酬点数は、就業活動の中で獲得した報酬点数が基礎となっています。年金種別係数

は、老齢年金であれば 1.0 となります。年金現在価値には、現役世代に対する年金受給者の比

率を加味して算定される「持続性係数」と、リースター年金の導入によって公的年金給付が代

替されることを考慮した一定率および保険料率の増減を加味して算定される「リースター係

数」が用いられます。このため、現役世代の保険料負担が増大する場合や、現役世代に対する

受給者の比率が増大する場合には、年金額の改定は抑制されることとなります。ただし、算定

結果がマイナス改定となる場合は、保護条項により据え置かれ、将来のプラス改定時にキャリ
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ーオーバーで調整することとなっています。  

 

 

 沿革はこちらのとおりです。1891 年に労働者年金保険、 1913 年に職員年金保険が発足し、

以後、公的年金保険として発展してきました。 1972 年の年金改革では、自営業者および専業

主婦等に対する任意加入制度の導入、支給開始年齢の弾力化等が図られましたが、この改正以

後、石油危機に起因する経済不況や少子高齢化の進展等により、社会保障費用抑制政策が強化

されていくこととなります。少子高齢化の進展により深刻化した年金財政難を克服し、長期的

に安定した制度への改正を目的として、支給開始年齢を原則 65 歳とするといった改革が 1992

年に実施されました。また、東ドイツを西ドイツに吸収する形で、公的年金保険制度における

東西統合が図られることとなりました。  

2000 年の選挙では年金改革について是非が問われ、 2001 年には保険料率引上げへの上限設

定と給付水準の引下げが実施されました。同時に、リースター年金の導入や企業年金改革も行

われています。しかしこの改革の見通しが甘く、すぐさま 2004 年にさらなる改正が必要とな

りました。2007 年には、支給開始年齢の段階的引き上げることが定められ、2012 年から 2029

年にかけて引き上げられており、現在はその最中にあります。近年では、就業生活から引退生

活への柔軟な移行を図るため、フレキシ年金の導入などが実施されています。 
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 ここから、リースター年金の導入の背景について見ていきたいと思います。ドイツでは、老

齢時の所得保障に関して、公的年金、企業年金、個人年金の３つの柱で構成される「 3 本柱理

論」と呼ばれる考え方が定着しています。公的年金を第 1 の柱、企業年金・個人年金を第 2 第

3 の柱として、３つの柱によって老後の生活を支えるとする考え方です。ただ実際には、公的

年金制度の比重が非常に大きいものとなっています。  

しかし近年、少子高齢化等の影響を受け、老齢時の所得保障における公的年金の役割を縮減

しつつ、縮減した部分については企業年金や個人年金によって補完することができるように、

自助努力を推進する施策が実施されています。  
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 このグラフは、 2000 年までのドイツの保険料率と高齢化率に、参考に日本の数値をのせた

ものです。両国とも、少子高齢化の進展と社会保障費用の増大という課題が共通していると思

います。かつてドイツも高齢化には社会保険料率の引上げで対応してきましたが、労使折半で

ある保険料率が 20%付近まで上昇した 1990 年代後半に、保険料率上昇の抑制が検討されるよ

うになり、これに伴う給付水準の低下には、私的年金の拡充で対応することとされました。 

その結果、 2001 年改革により、公的年金を補完する任意加入の企業・個人年金として導入

されたのがリースター年金です。なお、当初議論では強制加入の制度として検討されていまし

たが、企業からの反対が強く、任意加入の制度とされました。リースター年金は個人型の私的

年金として知られていますが、企業型として実施することも可能となっています。ただし、企

業型は個人型のような助成金がないためほとんど普及していません。  
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 リースター年金の適用範囲は、公的年金に加入する被用者とその配偶者が主な対象となって

おり、どちらかが公的年金に加入していれば配偶者名義の口座開設が可能になっています。 

リースター年金は個人の私的年金といっても、日本の iDeCo のように全国民を対象としている

訳ではなく、あくまで被用者を対象とした制度になっています。なお、被用者であっても「ミ

ニジョブ」とよばれる僅少労働に該当する場合には、当初は社会保険への加入義務が免除され

ていましたが、2013 年の改正により年金保険のみ原則適用されることとなっています。  

自営業者は一部の者を除いて社会保険の適用対象ではないため、リースター年金の対象では

ありません。代わりにリュールップ年金が 2005 年に導入されていますが、こちらは助成金や

元本保証の仕組みはない制度となっています。  
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リースター年金の主な要件を見ていきます。民間企業が販売する個人年金保険商品が、リー

スター年金と認定されるためには、一定の要件を満たす必要があります。支給開始時期は、62

歳以上とすること。これは公的年金の支給開始年齢引き上げに連動するものとされています。

給付の種類は、終身年金を保証すること。障害年金・遺族年金を付加可能であることがありま

す。最低保証として、支給開始時点において、掛金拠出元本累計を保証することとされていま

す。その他、拠出の中断、移行のための解約が可能であること、差し押さえ等から保護される

こと、投資リスク等の適切な開示がなされることが挙げられています。これらの要件を満たし

た年金保険商品を、リースター年金と言ったり、リースター適格商品、リースター助成のある

年金保険と言ったりするようです。 
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 年金商品の類型はこちらの４つの分類があります。現在では 50 社以上の金融機関が販売し

ているようです。個人年金保険型、銀行貯蓄型、投資信託型、住宅リースター型と、分類がな

されていますが、元本保証の制約があるため、大きな違いが出しにくいようです。  

 

 

 次に、税制優遇について見ておきます。リースター年金の税務上の原則的取扱いは、いわゆ

る EET 型となっています。拠出時は非課税であり未使用枠の繰越しは不可。運用時は非課税で

あり、中途引出しは不可、給付時に課税されます。所得控除の方法に特徴があり、支給される

補助金に応じて控除額が変動する仕組みになっています。給付については、年金が原則ですが、

自宅修繕等の用途に限定して、30％までは一時金給付が可能となっています。  
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 このグラフは、公的年金の給付水準と、リースター年金の給付水準の見込みを表しています。 

公的年金の財政検証結果の中で、任意制度のリースター年金を含めて表示していることが特徴

的だと思います。2010 年ごろは、給付水準が 50％程度となっていますが、その後、公的年金

の水準は低下していく見込みになっています。これにリースター年金を含めることで水準を維

持できる見通しとなっています。リースター年金は任意の制度ですが、リースター係数を通し

て、公的年金の給付水準調整に組み込まれているという特徴があります。  

 

 

 リースター年金の魅力の一つである助成金について見ていきます。この表は、基本手当・児
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童手当と所得控除の上限額を表しています。助成の方法は、助成金の支給と所得控除の２種類

があり、いずれか有利な方が適用されることとなっています。この所得控除の上限は、公的年

金における所得代替率の引下げの埋め合わせという考え方に基づいて設定されているとのこ

とです。基本手当、児童手当は、制度発足当初より引上げられています。  

このように低所得者に対しては手当による助成、高所得者に対しては所得控除によって加入

を推進しています。また、口座開設時に別途 200 ユーロの助成があります。ドイツでは国の制

度全般において子育て支援が手厚いと言われており、リースター助成金もその一つです。この

他に、児童所得控除が存在することや、二分二乗制度が組み込まれていること、税制とは別に

家族へ手当が存在するなど非常に手厚くなっています。このような取組が、近年の出生率改善

の一因となっているという意見もあります。  

 

 

この図表は、年金の本人拠出額と、政府助成のモデルケースです。ここでは、家族構成と年

収に応じて、基本手当や児童手当が満額もらえるように本人拠出額が設定されています。これ

を見ると、年収が低い層では手当の割合が大きく、年収の高い層では所得控除の割合が大きく

なっています。そして、手当と所得控除を合計したものを、政府助成と定義しています。いず

れのモデルにおいても、ある程度の政府助成割合があり、特に年収の低い層においては 70％

を超える政府助成割合となっています。  
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このグラフは、政府からの補助額の規模を表しています。おおむね 3,500 百万ユーロ、 42

億円を超える水準となっています。 

 

 

 ここからは、リースター年金の現状を見ていきます。このグラフは、制度導入時からの契約

件数の推移です。制度導入後、 10 年程度は順調に件数が伸びていましたが、近年は頭打ちの

傾向となっています。特に、個人年金保険型と銀行預金型は、近年減少傾向です。  
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それから、どのような人が加入しているのか傾向を見ていきます。左のグラフは、年齢別の

加入率を表しています。比較的若年層の方が加入していることがわかります。右のグラフは、

子供の人数別の加入率を表しています。子供の人数に比例して助成金の額が増額することから、

子の人数が多い方が加入率が高くなっています。どちらのグラフも、男性よりも女性の方が加

入率が高い傾向にあります。  

 

 

 別の視点から、加入率を見ていきます。左のグラフは、労働時間別の加入率を表しています。  

短時間労働者の男性の加入率が低く、女性の加入率が高いことがわかります。また、労働時間

が長くなるにつれて男女差が小さくなっています。右のグラフは、月収別の加入率を表してい
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ます。低所得層の男性の加入率が低く、女性の加入率が高いことがわかります。子供を授かっ

た家庭において、男性はフルタイムで働き、女性が就業時間を削減して働いていることが背景

にあると思われます。  

 

 

 リースター年金の大きな魅力として、「元本保証」があります。このグラフは、保証利回り

の推移を表しています。制度導入当初、保証利回りは年 3.25％でしたが、次第に引下げられ

2017 年には、年 0.9％まで低下しています。また、保険料計算上の平均余命がかなり高く設定

されているといわれており、これらにより年金購入者にとって魅力的な商品が少なくなってい

ます。  

 

17-14



 

また、商品自体の透明性が欠如していると指摘されています。左のグラフは、保証費用の推

移を表しています。近年の低金利環境の影響を受けて、保証費用が増加し、制度導入後 15 年

で約７倍となったことを表しています。また、年金保険商品によって管理費用に大きく差があ

り、透明性が欠如していると言われています。右のグラフは、ほとんど同様の商品設計がなさ

れている商品を、管理費用別に集計したものです。もっとも低いもので、２～４％であるのに

対し、20％近い管理費用がかかっている商品もあります。さらに契約変更や解約に非常に高い

コストがかかることから、消費者がより有利な契約があると認識したとしても、契約を変更で

きないという悪循環に陥っています。  
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 2015 年末時点で、月収 1,500 ユーロ未満の労働者の 47%はリースター年金や他の企業年金に

加入していませんでした。このため、低所得者層のリースター年金加入を更に促進し、中小企

業が企業年金を従業員に提供しやすくなるよう、連邦労働社会省及び連邦財務省による制度改

革が行われることとなりました。主には、助成金の引き上げや、企業向けリースター補助金に

関する変更が実施されました。また、これまで、企業年金は DB 型や元本保証のある DC 型が主

流でしたが、 2018 年から、元本保証のない DC を実施することが可能となっています。なお、

住宅リースターについては、2018 年 1 月 1 日以降に住宅を取得した世帯に対する支援制度「住

宅子ども手当」制度が導入された影響により、加入件数は伸び悩む可能性があります。 
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 さらに、 2018 年 5 月、2025 年以降の公的年金制度と私的年金制度の持続可能性の確保及び

更なる発展に検討することを目的として、「信頼できる世代間契約に関する委員会」を設置し

ました。同委員会は、 2020 年 3 月に報告書を公表し、私的年金制度について次の内容が検討

されることされました。まずは、低所得者への支援、雇用者負担の引上げ。それから、拠出限

度額の引上げ。それから、手数料の低コスト化等。それから、標準的な年金保険商品の開発。

それから、リースター年金とリューリップ年金の統合が挙げられています。  

 

 

 このようにリースター年金は手厚い補助が得られるため、全体としてある程度は普及してい

ますが、かなりの配慮がなされている低所得者に対しては不十分な結果と評価されています。
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これはもともと、全員加入することを目指していたためです。日本において考えてみると、低

所得者対策として税制メリットの拡大や補助金の導入を検討する場合、慎重に行う必要があり

ます。また、個人に対して任意の制度に加入してもらうことは、税制メリットの拡大や補助金

の導入では思うように普及しない可能性があることに留意が必要でしょう。  

 

 

 そこで私的年金普及のために、現行の iDeCo をベースにした１つの仕掛けを提案したものが

こちらです。この仕掛けの対象者は厚生年金保険の被保険者とし、加入を原則義務化します。

拠出は給与天引き、掛金額は一律定額、一人あたり月 5,000 円とし、事業主は毎月、加入者数

×5,000 円を、国民年金基金連合会に一括納付します。極力シンプルな設計にすることで、事

業主側の事務負担軽減を図ります。給付は原則年１回、年末調整等のタイミングで、加入者が

一時金で受け取るか、iDeCo に移換するかを選択するものとします。選択しない場合は、自動

的に iDeCo に移換する。ただし、iDeCo の拠出限度額を超過する分は翌年度へ繰り越しが可能

です。自動的に使い残し枠を埋めるという仕組みが特徴であるため、この仕掛けを「自動穴埋

め勘定」と呼ぶことにしました。また、中途引出しを iDeCo 移換前までは、減額なしで引出し

可能とする。これによって、加入者は、給与から天引きされるものの、自ら選択すれば給付を

受けることが出来ることから、一種のオプトアウトを提供しています。国民年金基金連合会は、

納付された掛金を運用します。足元の市場環境では厳しいかもしれませんが、得られた運用益

の一部を、加入者の掛金額に上乗せすることや、事務費の補助として主に中小企業の事業主に

還元すること等を想定しています。iDeCo へ移換する場合、通常の iDeCo と同様に税制メリッ

トがあります。つまり、移換時は小規模企業共済等掛金控除、運用時は特別法人税課税、給付

時は年金の場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除となります。加入者は年１回

の選択時に、小規模企業共済等掛金控除によるメリットを確認することができ、この節税メリ

ットを加入者に訴求することで、 iDeCo 移換者を一定程度見込めると考えられます。 5,000 円

×12 ヶ月分、つまり 6 万円を受け取るか、将来に向けて貯蓄し節税するか、どちらかを選択す
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ることとなるが、通知文書等を工夫し上手く誘導することができるのではないかと思っていま

す。なお、加入を原則義務化としていますが、例えば既に DB 制度や企業型 DC 制度を実施して

いる場合は免除するといった案も考えられます。社会全体が同一の仕組みを活用することを通

して、社会全体で自助努力の意識が高まることを期待できるのではと思います。  

 

 

 それから、これは年金受取りを促進するような仕組みの提案です。退職所得控除が見直され

れば、一時金選択を回避する動きがみられるかもしれませんが、現行法制を所与とすれば、ま

ずは TEE 型の仕組みで年金受け取りが進むような仕組みが必要と考えます。ここでは、つみた

て NISA を参考に取り崩し NISA というものを検討してみました。利用対象者は、つみたて NISA

は 20 歳以上ですが、いったん 50 歳以上としています。非課税対象は、つみたて NISA と同じ

とし、口座の併用は不可。非課税投資枠の 1600 万円、年間 80 万円、期間 20 年は仮置きです。

毎年の取り崩し限度額を設けることで、運用益を非課税とする取り扱いとします。主には、退

職一時金を活用することをイメージしています。こういった仕組みによって、年金受け取りの

選択肢を増やしていくことが重要だと思います。  

 

17-19



 

 私の発表は以上とさせていただきます。ありがとうございました。  

 

進行役  日下部さん、どうもありがとうございました。後半は、オーストラリアのスーパーア

ニュエーションについて、菅谷さん、よろしくお願いいたします。  

 

 

菅谷  皆さん、こんにちは。三菱 UFJ 信託銀行の菅谷でございます。私の方でございますけれ

ども、オーストラリアのスーパーアニュエーションという、よく耳にする単語かと思います。

新聞記事にもよく出て、企業年金、私的年金の成功事例としてよくご紹介があるとは思うので

すが、気をつけなければいけないことは、各国によって、公的年金と私的年金の関係が全く違

うということです。スーパーアニュエーションをそのまま日本に入れようとしても、多分、う
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まくいかないのではないかという気もしています。ただ、その中から、このようなポイントで

あれば日本に入れてもいいのではないかというところを、少しお話しできればと思っておりま

す。  

 前半は、スーパーアニュエーションがどのような経緯で、どのような仕組みで、どのような

目的で入ったのかをご説明したうえで、世界の私的年金は、さまざまございますので、スーパ

ーアニュエーションを含めて、世界の私的年金の動向をお話ししながら、オーストラリアのス

ーパーアニュエーションの位置づけや、先ほど日下部さんからお話のあったドイツのリースタ

ーの位置づけです。なぜ今、スーパーアニュエーションの資産残高が、どんどん増えているの

か。このようなことも最後に少しお話ししたうえで、日本への示唆になればと思っております。 

 

 

 各国の私的年金を理解するためには、その国の社会保障制度がどのようになっているのか、

それから、人口動態がどうなのかということが、非常に関係してくると思います。まずオース

トラリアは、オーストラリア連邦ですね、正式に言うと。どのような国かということを、書か

せていただいております。面積は、日本の約 20 倍もあります。ただ、人口は、日本の約２割

という国です。ただ、人口は２割なのですが、後半でお話ししますけれども、スーパーアニュ

エーションの資産残高は、日本の DB、DC の残高を抜いています。スーパーアニュエーション

の歴史は、まだ浅いです。日本の企業年金、適年ができた 1962 年の 30 年後の 1992 年に初め

てできているのですけれども、もう既に、日本の企業年金の資産残高を抜き去っています。な

ぜなのかという疑問が湧いてくるかと思います。しかも、人口は少ないです。 

 それから、名目 GDP です。こちらは 1.8 兆豪ドルということで、世界 14 位ですが、実はオ

ーストラリアの GDP、経済成長率は、18 年に 2.9％。日本が黒田バズーカ等を含めて２％を目

標にしていますけれども、なかなか行かないという中で、オーストラリアの経済は非常に良好

です。それを支えているものが、スーパーアニュエーションの資産ともいわれています。経済

にスーパーアニュエーションの掛金が流れ込んでいる。それによって、投資信託、株価を押し

上げている。このような流れになっているということです。  
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 もう一つ大事なものは、人口動態です。オーストラリアの平均寿命は、男性 81 歳、女性 84

歳ですから、日本と男性はほぼ一緒で、女性は日本の方が若干高いということかと思います。

出生率は 1.8 で、日本よりも高いです。前政権の安倍さんが出生率 1.8 を目指すと言っていま

すけれども、今、かなり低いですね。日本の出生率は 1.26。なかなかここまでは、日本は行

かないだろうと思っています。ただ、オーストラリアでも、人口は 2010 年をピークに減少に

転じている。日本は、 2008 年の１億 2,800 万人をピークに、どんどん減っていっています。

ただ、高齢化率で見ていただけると、オーストラリアは 15.9％と低いです。日本に比べて非

常に低いと思います。  

 このような背景を頭に入れていただきながら、次は、社会保障制度がどのようになっている

かの説明です。まず、公的年金との関係です。オーストラリアは、元々イギリスの自治領とし

て発展していますので、イギリス型の社会保障制度を踏襲しています。ただ、イギリスでも、

財政負担の懸念から、私的年金で公的年金を置き換えていくという、サッチャー政権時代の社

会保障政策の転換がありました。オーストラリアも同じように、 1969 年ですが、公的年金に

対して、資力調査。よく「ミーンズテスト」と言っています。日本にはありません。日本では、

どれだけ所得が高くても、公的年金がもらえます。このような資力調査を、オーストラリアで

は入れたということです。このミーンズテストには二つあって、ひとつは「インカムテスト」、

いわゆる所得の制限。もう一つは、資産額の調査、「アセットテスト」です。資産額をどれだ

け持っているか。これによって公的年金が、一部支給停止、もしくは全て支給停止。このよう

な国は、他にもまだあります。ただ、日本は入っていないということですね。 

 そして、その下ですけれども、公的年金の支給開始年齢です。オーストラリアは、 67 歳に

引き上げを行っております。日本は、まだ 65 歳のままです。高齢化率が高い日本は、まだ 65

歳である。世界的に、先ほどのドイツもそうですけれども、アメリカやイギリスなど、67 歳

支給開始というのが世界の潮流です。  

 オーストラリアのもう一つの公的年金の特徴は、非常に公的年金の水準が低いということで

す。単身者で、平均賃金の 27.7％。必要最低限という形になっています。ですから、オース

トラリアでは、それを補うための私的年金、スーパーアニュエーションが、非常に成長してい

るということが言えると思います。 
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 では、次のページに入りますが、なぜスーパーアニュエーションが入ったのかという経緯を、

お話ししていきます。オーストラリアは、日本に比べて、労働条件が非常に厳しくなっていま

す。例えば、一つの裁判事例が採用された場合には、全ての同一の産業に適用されるという労

働条件になっています。ですから、労働者の賃金が、非常に強く確保されているということで

す。その中で、オーストラリアもインフラがどんどん進んでいって、当然、労働組合から、過

去に日本でもあったような賃上げ要求がどんどん進んできた。その中で、賃上げを企業年金で

代替するという施策が行われた。それが、スーパーアニュエーションの発足の経緯です。賃金

を上げる代わりに、退職給付制度に企業が拠出して、将来の従業員のために年金として支給す

る。このような制度を作ったということです。  

 先ほど公的年金を少しお話ししたところですけれども、オーストラリアの公的年金は、実は

全て税財源で賄われている。日本のように保険料負担がないのです。全て税財源のみという形

になっています。一方、このスーパーアニュエーションは、企業の保険料、拠出で、基本的に

賄うことになっています。スーパーアニュエーションは、 1992 年、 93 年の法律によって制定

された制度で、割と新しいと思います。当時は、６％の賃上げに対して２％だけ賃上げをして、

３％分を、スーパーアニュエーションとして従業員に拠出してくださいという合意ができたと

いうことになっています。  

 さらに、このスーパーアニュエーションが、今、発展している理由です。当然、加入義務が

あるという、義務的な拠出ではあるのですけれども、それを拠出しなかった場合の罰則規定が

あるということです。拠出しなかった企業に対しては、その不足分、さらに金利が罰金として

法令上、定められて、課せられる。ゆえに、各企業の拠出が盛んに行われているということだ

と思います。 1980 年代の賃上げ要求に対して、スーパーアニュエーションの拠出を行うよう

になり、その後もどんどん増えていっているということが言えると思います。下の図の方に、

公的年金とスーパーアニュエーションの体系図を示しています。公的年金では、一定の所得が

あると、支給停止になってしまうという形になっています。  
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 では、次のページに移りたいと思います。スーパーアニュエーションの加入対象は、18 歳

以上。そして、月収 450 豪ドル。これは、日本円にして約３万 3,500 円です。または、 18 歳

未満、月収 450 豪ドル以上、週 30 時間働く方は、強制適用ということになっています。一部、

正社員以外の方も含めて、加入する義務があるということです。例えば、日本人がオーストラ

リアに行って働く場合も、外国人労働者に対しても加入義務がある制度です。 

 当時、３％の拠出で入ったものが、徐々に引き上げられて、現在は 9.5％の拠出が義務化に

なっています。さらに将来的には、 2025 年ですけれども、 12％まで徐々に引き上がっていく

ことになります。全て企業の拠出分です。さらに、この拠出は、 75 歳まで可能となっていま

す。最初は 65 歳だったのですけれども、 70 歳になって、さらに 75 歳に引き上がっている。

日本の企業型 DC は、今回の 2020 年の改正法でようやく厚生年金被保険者であれば 70 歳まで

加入可能に引き上がったのですけれども、スーパーアニュエーションはさらに先を行って、75

歳まで加入できるという制度です。 

 スーパーアニュエーションの特徴は、拠出と税制にあります。冒頭で、本日お話しするリー

スターとスーパーアニュエーションの特徴的なところで、政府の助成があるという話があった

と思います。税制上の優遇措置があるという制度です。まず、企業の拠出は、損金算入が可能

です。そして、企業が従業員のために拠出したものは、個人所得として課税されます。先ほど、

リースターは EET というお話があったと思います。スーパーアニュエーションは、TTE 型です。

拠出に対して個人所得として課税される。ただし、その所得税率が低いということです。税率

15％と書いてあります。一般的にオーストラリアの所得税は、日本に比べて非常に高いです。

19％から始まって、32.5、37、45％と、非常に高い税制が適用される。例えばオーストラリア

では、689 万円ほどの所得がある人は、所得税が 32.5％になります。日本で言うと 23％です

から、10％以上高い個人の所得税率が課せられている。それに対してスーパーアニュエーショ

ンの拠出は、 15％という低い税率が適用されている。ただし、課税されているという形です。 

 もう一つ、従業員の拠出はどうでしょう。従業員も拠出できます。マッチング拠出は可能で

す。これが、年間 15 万豪ドル。約 1,000 万円ですね。日本の企業型 DC の拠出限度額は、非常
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に低いです。それに比べて、非常に高いマッチングの拠出枠がある。これが非常に伸びていま

す。オーストラリアは、日本の個人年金のような iDeCo などがないので、スーパーアニュエー

ションを利用して、本人が拠出していくという形になっています。そして、税制優遇がある。 

 ただ、この税制優遇は、全員に対してあるわけではないということです。日本ですと、特に

所得に関係なく、拠出限度額までは拠出が可能という形で税制優遇があるのですけれども、オ

ーストラリアでは、公的年金もそうですが、所得が高い人は税制優遇がない。このスーパーア

ニュエーションについても、しかりです。低・中所得者に対しての拠出奨励策であるというこ

とです。ですから、政府の財政負担が、公的年金にしろ、スーパーアニュエーションにしろ、

低いと言えると思います。ただ、オーストラリアでは本当に必要な人に対しては、政府の助成

が行われているということになります。  

 どのような奨励策かというと、年収が大体 400 万円未満の中所得者向けには、従業員掛金の

50％を国から拠出する。年収が 276 万円未満の低所得者向けの場合については、事業主掛金と

従業員掛金の 15％を国から拠出する。このような助成があります。それから、運用時も課税

されるのですけれども、日本のように運用益非課税ではなくて、15％の軽減税率という形にな

っています。オーストラリアは、配当収入や所得は 50％ぐらい課税されるので、それに比べ

ると、かなり軽減税率が適用されていると思います。このような税制優遇に、スーパーアニュ

エーションの特徴があります。  

 

 

 それでは次に、支給形態について解説します。支給開始年齢は、 65 歳に到達した場合、ま

たは一定年齢に到達した場合です。生年月日に応じて、受給可能年齢になった場合という形に

なっています。そして、中途引き出しが可能です。日本の企業型 DC は、ほとんど中途引き出

しができないという条件ですけれども、スーパーアニュエーションでは、経済的困窮や治療な

どの場合に、引き出しが可能になっています。また、外国人労働者に加入する義務があるとい

うお話をしたのですが、完全に帰国する場合については、60 歳前でも受給が可能になります。

ただ、引き出しの際に課税されてしまうことになります。給付は、年金または一時金で受給で
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きるという形になります。  

 また、スーパーアニュエーションは、実はいろいろな設立形態がありまして、今のところ６

パターンあります。産業別のファンドや、日本の DB のように個々に企業が作る企業別ファン

ド。そして、公的セクターのファンドや、金融機関が設立しているリテールのファンド、スモ

ールファンド、退職貯蓄ファンドなどがあります。産業別ファンドの加入者がやはり一番多く

て、企業別は、母体企業が個別に作っている感じです。あとは、金融機関が作っているリテー

ルファンドに入るということになります。  

 

 

 次のページです。では、資産運用はどのようにするのかというと、個人が産業別ファンドに

入るか、企業別ファンドに入るか、もしくはリテールファンドに入るか、自分で選択できる。

その中から日本の DC と同じように、自分で商品を選んでいくという形になります。特徴的な

ところは、適格規制によるデフォルトファンドが設定されていることです。このデフォルトフ

ァンドは、バランス型やターゲットイヤー型が主流になっているという形です。スーパーアニ

ュエーションの投資状況は、債券が少なくて、ほとんど株への投資です。株式が非常に大きな

比率を占めていることが、見て取っていただけると思います。これは、デフォルトファンドで

も同じです。株式の比率が、日本に比べて非常に高いです。これが、オーストラリアの経済成

長を支えている一要因にもなっています。  
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 次のページでは、日本の企業型 DC と比較させていただいています。スーパーアニュエーシ

ョンは、強制加入適用だということが特徴です。そして、企業拠出がメインである。ただし、

マッチングもできます。マッチングも、非常に大きな拠出限度額で拠出できるということです。

比較のポイントは、税制かと思います。スーパーアニュエーションは拠出時課税です。TTE 型

の制度です。これに対して、日本の企業型 DC は EET 型。先ほど説明があったリースターも EET

型の制度です。また、スーパーアニュエーションは中途引き出しが可能である制度で、非常に

使い勝手がいいということです。何かあれば、中途引き出しができる制度である。 
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 以上、スーパーアニュエーションの解説をしてきましたけれども、ここからは、世界に少し

目を移してお話ししたいと思います。これは、 OECD が発表している、私的年金の資産残高で

す。赤い所がオーストラリアでスーパーアニュエーションの資産残高です。アメリカはやはり

資産規模が多くて、OECD 全体の 58％を占めていますけれども、２番目がイギリス。その次が

順に、オーストラリア、オランダ、カナダ。日本はその次です。ですから、日本では DB や DC

がありますけれども、歴史の浅いオーストラリアのスーパーアニュエーション、1992 年にで

きたものが、もう日本の企業年金の DB や DC の資産残高を抜いている。日本は税制適格年金が

1962 年ですから、その 30 年後にできたスーパーアニュエーションに、既に残高ベースで抜か

れてしまっているという形になります。さらに今後、スーパーアニュエーションの拠出率が、

現在の 9.5％から 12％まで徐々に上がりますから、今の資産残高からどんどん増えていくこと

が予想されています。これが一つ、オーストラリアのスーパーアニュエーションが成功事例と

して挙げられている要因かと思います。  
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 次のページです。 OECD の私的年金残高の上位６カ国を世界地図に示しました。この円の大

きさが、実際の資産残高の大きさを示しています。１位はアメリカです。そして、DB と DC の

資産残高を赤と青で示しています。「アメリカって、こんなに DB が多かったっけ」とか、「イ

ギリスって DB 多かったんだっけ」と思うと思います。DB はアメリカでもイギリスでも大体凍

結されて、DC に移行していますけれども、アメリカやイギリスでは、日本の DC のように、過

去分の移行ができないのです。ですから、残高ベースでは DB がまだ残っています。その凍結

している DB の負債を企業からどうやって切り離すか。これが、いわゆる「年金バイアウト」

の手法なのですけれども、まだまだ残高ベースで見ると DB が多いという状況です。この中で

唯一オーストラリアは、 DC の資産残高が多いのです。これが、スーパーアニュエーションの

残高で DC の資産残高が伸びています。  
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 あと二つほど、グラフをお示しします。一つは、私的年金残高の対 GDP のグラフで、オース

トラリアは点線で囲んだところですけれども、GDP 比が 123.9％です。日本は 29.4％。ドイツ

は、やはり私的年金が低いので、 6.8％という形になっています。もう一つのグラフは、私的

年金の適用率です。オーストラリアは、スーパーアニュエーションは加入する義務がある私的

年金ですので、やはり 75.7％と高い適用率です。上の方は、スウェーデンにしろ、フィンラ

ンドにしろ、オランダ、デンマークもそうですけれども、私的年金が義務的加入とされている

国です。当然、適用率が高くなっています。任意の制度であるドイツを含めて、日本やアメリ

カ、イギリスは、やはり適用率が低い状況です。赤い色は強制加入の国で、青い色の所は任意

加入の国になっています。日本で企業年金適用率が社会保障審議会でも示されていますけれど

も、今、４割を切っていますので、いかに適用率を上げていくかという一つの解決策は、強制
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加入という施策があるかと思います。  

 

 

 最後にまとめです。前半、日下部さんにお話しいただいたドイツのリースター年金と、オー

ストラリアのスーパーアニュエーションをまとめています。目的は、同じく公的年金を補完す

ることかと思いますけれども、税制は、リースターが EET 型、オーストラリアのスーパーアニ

ュエーションは TTE 型という大きな違いはあるものの、日本への示唆としては、同じく政府の

助成があるということです。特にリースター年金は、子供手当を含めた助成がある。また、リ

ースターにつきましては、その所得に応じて、直接口座に低所得者向けに助成するのか、所得

控除をするのか決められるという特徴があります。スーパーアニュエーションについては、

低・中所得者層に対して政府の助成措置がある。  

 もう一つは、やはりデフォルトファンドの設定方法も大きいと思います。 2016 年の日本の

DC 法の改正時にデフォルトファンド規定が入りましたけれども、結局は元本確保型が残って

しまっている。これは、米国の私的年金もそうですが、いわゆる元本確保型を外して、投資信

託ですね。ターゲットイヤー型やバランス型でないとデフォルトファンドに認めないというこ

とが、今、世界の潮流になっていると思います。このあたりも含めて、日本への示唆になろう

かと思います。以上、私からのご説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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進行役  菅谷様、どうもありがとうございました。非常に有益なお話を、お二方、どうもあり

がとうございました。聴講している皆さんも、非常に参考になったのではないかと思います。

それでは、質問も特になさそうですので、本セッションを終了いたします。聴講している皆さ

んには、大会委員会より事務連絡がございますので、そのまましばらくお待ちください。どう

もありがとうございました。  
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